
 医療費の返還請求はいつ頃届くの？
　組合員証・被扶養者証の返却から約６か月後を目安に、所属所
を通じて組合員宛てに通知します。

 医療費を返還した後の流れは？
　公立共済に医療費を返還した後、その期間に加入している保険者に療養費など
の請求を行ってください。なお、受診から２年の請求時効がありますので、早め
の請求手続が必要です。

給付貸付課短期給付担当 03-5320-6827☎問合せ先

　資格喪失後も組合員証等を返却せず医療機関を受診した場合、公立学校共済組合が負担したその分
の医療費を返還する必要があります。また、被扶養者の収入超過等によ
る遡及取消時も同様に返還が必要です。
　資格喪失後は組合員証・被扶養者証を絶対に使用しないでください。
　万が一、誤って使用した場合の返還金額は、窓口負担額よりも大幅に
高額（医療費総額の７割～８割）となり、とても大きな負担となります。

しばらくしてから
通知があるんだね！

支部運営審議会の報告

令和6年度第１回公立学校共済組合東京支部
運営審議会 について

医療費の返還について

資格喪失後に組合員証・被扶養者証を使用しないで
ください！

　支部運営審議会とは、支部の所掌する事務のうち、毎年度の事業計画及び
予算決算や、支部の実施する事業に関する重要事項を審議する場です。
　令和６年度の第１回公立学校共済組合東京支部運営審議会は７月１日（月）
に開催され、以下の事項について審議等されました。

　マイナ保険証への移行について、現状と今後の見通しをお伝えしました。

福利厚生課管理担当 ☎03-5320-6812問合せ先

　令和5年度の決算及び監査報告について、審議の結果、承認されました。
　承認された決算の詳細については、P.22～23「令和5年度決算のあらまし」を御覧ください。

令和5年度公立学校共済組合東京支部決算（案）（業務・保健・貸付各経理）
（公立学校共済組合東京支部の監査報告を含む。）

現行の健康保険証の廃止とマイナ保険証への移行についてその他

審議事項

給付貸付課短期給付担当 03-5320-6827☎問合せ先

柔道整復師の施術について

柔道整復師（接骨院・整骨院）のかかり方
組合員証を使用する際には健康保険の適用となる範囲をご理解の上、
適切な受診をお願いいたします。

　
公立学校共済組合では、平成29年10月から、医療費の適正化への取組

の一環として、柔道整復施術に関する内容点検・審査を行っています。

組合員の皆さまに施術内容調査を実施させていただく場合がありますの

で、柔道整復師の施術を受けたときは、負傷部位、施術内容、施術年月日の

記録や領収書などを保管するなどして、ご自身で回答できるようご協力をお

願いします。

注意事項

組合員証が使える場合

●骨折、脱臼
（応急手当の場合を除き医師の同意が必要）

●外傷性の打撲、捻挫、挫傷
（肉離れなど）

組合員の皆さまに施術内容調査を実施しています 皆さまから納めていただく
大切な保険料を適正に支出
するため、ご協力をお願い

します！

次のような場合は、整骨院・接骨院で健康保険を
 利用することができません。 

●日常生活による肩こりや筋肉疲労、スポーツ等による筋肉疲労

●公務災害（通勤災害）や、第三者からの加害行為（交通事故等）に該当する場合

●病気（神経痛、リウマチ、ヘルニアなど）からくる痛みやこり

●同一の負傷などで、医療機関でも治療を続けている場合

●脳疾患後遺症などの慢性病

●症状の改善が見られない長期の施術

健康保険適用対象外の場合は
全額自己負担になるよ！

　柔道整復師が公立学校共済組合へ請求するための柔道整復施術療養費支給申請書に署名する際は、負傷日・負
傷部位・施術日数などの記載事項をよく確認してください。白紙の申請書に署名することは間違った請求につながり
かねませんので、施術内容を確認してからの署名にご協力ください。
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返還金が100万円超
のケースも！
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